小梅橋船着場の使用に係る契約書

墨田区（以下「甲」という。）と、　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）は、次の条項により、小梅橋船着場（以下「本船着場」という。）の使用に係る契約を締結する。

（目的）
第１条　本契約は、甲が乙に対して、本船着場の使用に係る非独占的な権利を許諾すること及び本船着場の使用に係る手続について必要な事項を定め、もって観光舟運の活性化及び水辺の賑わい創出に繋げていくことを目的とする。

（定義）
第２条　本契約において、「本船着場の使用に係る非独占的な権利」とは、乙が甲に対して、本船着場の使用に係る申込みをすることができる権利のことをいう。

（使用場所）
第３条　甲が乙に使用させる船着場は次のとおりとする。
⑴　住所　東京都墨田区向島一丁目２３番先
⑵　名称　小梅橋船着場
⑶　備考　浮桟橋及び連絡橋

（契約期間）
第４条　本契約の有効期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。この場合において、当該有効期間とは、乙が本船着場の使用に係る非独占的な権利を有する期間であり、本船着場の使用に当たっては、別途、甲による承諾を必要とする。
２　前項に規定する期間満了日の１か月前までに、甲又は乙からの終了の申込みがない場合は、当該期間満了日の翌日から起算して１年間、同一条件により本契約は更新されるものとし、以後も同様の扱いとする。
３　甲又は乙から前項の終了の申込みがあった場合は、当該期間が満了する日をもって本契約は終了するものとする。

（用途制限）
第５条　本船着場の使用に当たっては、営利を目的とした使用を可能とし、就航形態は、次に掲げる事業によるものとする。
⑴　一般旅客定期航路事業
旅客船（１３人以上の旅客定員を有する船舶をいう。以下同じ。）により、主に２地点間等の一定の航路において、不特定の人の乗合運送を行う事業
⑵　旅客不定期航路事業
旅客船により、主に起点と終点が一致する寄港地のない一定の航路において不特定の人の運送を行う事業
⑶　内航一般不定期航路事業
ア　非旅客船（旅客定員が１２人以下の船舶をいう。以下同じ。）により人の運送を行う事業
イ　旅客船により人の運送を行う事業のうち、一定の航路に就航しない事業
⑷　非動力船を活用した事業
非動力船（手漕ぎボート、スタンドアップパドル等をいう。）により、北十間川における水辺の賑わい創出を提供する事業
２　前項の規定にかかわらず、乙は、次に掲げる場合においては、本船着場を使用することができる。
⑴　災害発生により使用する場合
⑵　船舶の故障等により航行が不能となった場合
⑶　船内において急病人、けが人等が発生した場合
⑷　前３号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める場合

（使用時間）
第６条　本船着場の使用時間は、午前７時から午後９時までの範囲において、甲が承諾した時間とする。
２　前項の規定にかかわらず、乙は、前条第２項に規定する場合においては、本船着場を使用することができる。

（使用手続）
第７条　乙は、本船着場の使用を希望するときは、甲が指定する方法により、申込みを行い、事前に甲の承諾を得なければならない。
２　甲は、前項の申込みに加え、他の事業者の本船着場の使用希望を勘案し、抽選又は先着により、使用時間を調整の上、乙に対して使用時間を通知するものとする。
３　甲は、前項の規定による複数の事業者間における使用時間の調整に当たり、原則、次に掲げる事業を行う事業者を優先することとする。
⑴　第５条第１項第１号に掲げる事業
⑵　本船着場を含む複数の船着場を経由する航路において、定期的に人の運送を行う非旅客船による事業
４　乙は、第５条第２項の規定により、緊急に船着場を使用しようとするときは、口頭により、使用の申込みをすることができる。ただし、口頭での使用の申込みをすることができないときは、事後に甲に報告することを条件として、本船着場を使用することができるものとする。

（使用契約の解除等）
第８条　甲は、次に掲げる事項に該当すると認めるときは、前条の規定による本船着場の使用契約を解除し、又は本船着場の使用を制限し、若しくは停止することができる。
⑴　使用の目的又は条件に違反したとき。
⑵　災害その他の事故により船着場を使用することができなくなったとき。

（使用料）
第９条　第４条に規定する契約期間中における本船着場の使用に係る使用料は、無償とする。

（権利義務の譲渡等の禁止）
第１０条　乙は、本契約によって生ずる権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、転貸し、若しくは承継し、又は担保に供してはならない。

（災害時等の措置）
第１１条　甲は、災害時、又は河川管理上、本船着場を使用する必要が生じたときは、直ちに乙に報告し、乙は、甲の指示に従うものとする。

（使用状況の報告）
第１２条　乙は、毎月１０日までに、前月の本船着場の使用状況について、甲に報告するものとする。

（原状回復）
第１３条　乙は、本船着場の使用後、本船着場を使用前の状態に原状回復しなければならない。この場合において、使用とは、１回の船舶の離着岸のことをいうものとする。

（保険加入）
第１４条　乙は、第５条第１項各号に規定する事業（以下「事業」という。）の実施に係る自らのリスクを担保することができる保険に加入しなければならない。

（行為の制限）
第１５条　乙は、本船着場において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けたときは、この限りでない。
⑴　火器の使用及び危険物の持込み
⑵　工作物の設置
⑶　物品の販売その他の営業行為
⑷　前３号に掲げるもののほか、船着場の管理上支障を来すおそれがある行為

（使用者間における紛争）
第１６条　乙とその他の本船着場の使用者との間において、紛争が起きたときは、当事者間において、解決することとし、甲は一切の関与を行わない。

（損害賠償）
第１７条　乙は、本船着場の使用に当たり、本船着場の施設に損害を与えたときは、甲が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、甲がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
２　乙は、本船着場の使用に当たり、又はこれに関連して第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償する一切の責務を負うものとする。
３　乙は、本船着場及びその周辺において、異常を確認したときは、速やかにその旨を甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。

（遵守事項）
第１８条　乙は、事業の実施に当たって、関係法令（法律、法律に基づく命令、条例及び規則（規程を含む。）をいう。）、「江東内部河川通航ガイド」及び「東京湾の運河使用のルール・マナー」を遵守するとともに、甲の指示に速やかに従わなければならない。
２　乙は、事業の実施に当たり、本船着場及び北十間川流域において、騒音防止に努めなければならない。
３　前２項に規定するもののほか、乙は、河川管理者から指示があった場合は、その指示に従わなければならない。

（協議）
第１９条　本契約について疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲及び乙の協議の上、これを定めるものとする。

以上、本契約の締結の証として本契約書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。　

令和８年　月　日
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